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地方独立行政法人市立大津市民病院令和６年度計画 

 

 

第１ 年度計画の期間 

年度計画の期間（以下「計画期間」という。）は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日

までとする。 

第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 市民病院としての役割 

  市民病院は、限られた経営資源を最大限活用し、公立病院として圏域で不足する医療機能

を補完し、かつ、地域の医療機関との連携を深め、市民から求められる医療を適切に提供し、

市民に身近な病院として次に掲げる役割を果たしていく。 

⑴ ５疾病に対する医療の提供 

地域の中核的な急性期病院として、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患の

５疾病に対する医療を積極的に提供する。 

ア がん 

地域がん診療連携支援病院として、がん検診や人間ドックの受診の啓発を行い、治療

実績の多い大腸がん、胃がん及び肺がんについて、引き続き治療に当たる。また、乳が

ん及び前立腺がんについては、精度の高い医療機器を活用し、市民病院の強みとなるよ

うに体制を整備するとともに、希少がんである口腔がんについても診断、治療の充実を

図る。 

さらに、内視鏡治療、内視鏡外科手術、ロボット支援手術など、低侵襲で高度な治療

を充実する。 

就労年齢がん患者に対しては、入院期間が短縮可能となる低侵襲な医療とともに、通

院化学療法及び侵襲のより少ない放射線治療を提供することで、短期間でがん治療を完
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結させ、早期の社会復帰を実現し、その不安感の低減を行う。そのために診断から手術

までを短期間で実施し、患者の負担を軽減させる。また、患者の要望に応じた簡易なが

ん検査の提供を行うとともに、緩和ケア病棟を運営し、引き続き患者のＱＯＬの維持を

図る。 

目標指標 令和６年度目標値 

がん手術件数 ５８０件以上 

化学療法件数 ２，０６８件以上 

放射線治療件数（新規患者に係るものに限る） １１５件以上 

緩和ケア病棟利用患者数 ２１８人以上 

イ 脳卒中 

脳神経外科及び脳神経内科を中心に他部門と連携し、２４時間３６５日外科的治療を

含む高度な治療を提供するための体制を強化する。リハビリテーションを積極的に提供

し、患者のＡＤＬ（日常生活動作）が早期に回復するよう努める。 

目標指標 令和６年度目標値 

脳卒中患者数 ２０３人以上 

血栓溶解療法件数 ６件以上 

血栓回収療法件数 ７件以上 

外来での脳血管疾患リハビリテーション実施患者

数 
２，１００人以上 

入院での脳血管疾患リハビリテーション実施患者

数 
１１，３９０人以上 

ウ 急性心筋梗塞 

急性心筋梗塞を含めた全ての循環器救急疾患に対応するため、２４時間３６５日の即

時オンコール体制を維持し、急性心筋梗塞や重篤な不整脈、心肺停止などの重症救急症

例に対し、緊急手術を含めた対応をしていく。また再発予防を目指し、過去に治療した

患者に対しては、定期的なフォローアップを促していく。 

心大血管疾患リハビリテーションについては、入院早期から多職種が連携して運動療
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法と生活指導を行うことで早期退院につなげていく。また、外来でのリハビリテーショ

ンを継続し、再発予防及び生命予後改善を目指す。 

目標指標 令和６年度目標値 

急性心筋梗塞患者数 ４３人以上 

急性心筋梗塞患者の病院到着後９０分以内の初回

ＰＣＩ実施割合※１ 
７２．９％以上 

ＰＣＩ実施件数 １４６件以上 

冠動脈ＣＴ検査件数 ３３５件以上 

外来での心大血管疾患リハビリテーション実施患

者数 
２，６２２人以上 

入院での心大血管疾患リハビリテーション実施患

者数 
２，５６７人以上 

    ※１ 来院後９０分以内に手技を受けた患者数÷１８歳以上の急性心筋梗塞でＰＣＩ

（カテーテルを用いた心臓疾患治療をいう。）を受けた患者数×１００ 

エ 糖尿病 

日本糖尿病学会から教育施設として施設認定を受ける病院として、糖尿病教育入院は

もとより、合併症治療など専門的な糖尿病治療を行う。医師、看護師、管理栄養士、薬

剤師などがチームとなり、横断的に全ての入院患者の周術期栄養や血糖管理を行い、安

全な医療の提供を行う。一方、外来では、糖尿病教室や栄養指導など必要な治療を実施

する。また、患者の要望に応じた簡易な糖尿病検査の提供を引き続き行う。 

目標指標 令和６年度目標値 

糖尿病・慢性腎臓病患者への栄養管理実施割合 

※１ 
８１．６％以上 

糖尿病透析予防指導及びフットケアの実施件数 ６０９件以上 

※１ 特別食の算定回数÷１８歳以上の糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ入院患者に

対するこれらの疾病の治療が主目的ではない食事の回数×１００ 

オ 精神疾患 
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思春期から老年期までの幅広い精神疾患や心身症の患者については、速やかにその受

入れを行い、治療に当たる。診療に当たっては、「見落とさない診断」、「心理面の幅広い

評価」、「安全と効果を意識した治療」及び「身体疾患に合併した精神症状への積極的対

応」の４点に重きを置き、入院患者に対する精神療法、認知行動療法を含む精神療法及

び薬物療法による適切な医療を提供する。また、公認心理師によるカウンセリングを実

施することで患者に安らぎを与えるとともに、精神疾患の発症・再燃を予防する。 

目標指標 令和６年度目標値 

通院精神療法の算定数 ６，７７７件以上 

入院精神療法の算定数 ８２６件以上 

⑵ ４事業に対する医療の確保 

ア 救急医療 

救急外来「ＥＲおおつ」において、２４時間３６５日対応可能な「断らない、止まら

ない」救急体制を維持し応需率を向上させるとともに、救急専門医を中心に内科系、外

科系の医師が救急患者の診療に当たり、重症の患者にあってはＩＣＵと連携し対応して

いく。特に超少子高齢社会の進展や感染症への対応に関して、圏域において市民病院の

果たすべき役割は大きいことから、重症患者を積極的に受け入れる。感染症対策につい

ては、感染症専用救急外来として整備した「感染症ＥＲ」の活用と合わせて、院内感染

防止対策を徹底し、一般救急医療との両立を図る。 

また、大津市消防局と定期的に情報交換を行い、連携を図るとともに、病態悪化の防

止と救命率向上に寄与するためのドクターカーを運用する。 

目標指標 令和６年度目標値 

救急車搬送入院患者数 １，４０８人以上 

救急車搬送受入件数 ３，５３３件以上 

救急車受入要請件数 ３，５６１件以上 

救急搬送応需率※１ ９９．２％以上 

救急入院患者数 ２，６０１人以上 
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救急入院患者割合※２ １７．６％以上 

救急ストップ時間 ２９時間以下 

※１ 救急搬送受入件数÷（救急搬送受入件数＋救急搬送を断った件数）×１００ 

※２ 救急経由入院患者数÷新規入院患者数×１００ 

イ 災害医療 

災害拠点病院として、大津市地域防災計画及び滋賀県広域災害時医療救護活動マニュ

アル及び当院の災害対策マニュアルに基づき、災害時における医療救護活動を実施し、

災害対応に当たる。そして、救急連絡体制の確保や災害訓練の実施などを重ねることで、

災害発生時の迅速な対応体制の向上に努める。 

また、感染症指定医療機関として、平時から新興感染症の感染拡大時等に備えるとと

もに、地震や水害等の災害発生時には、滋賀県及び大津市の関係機関と連携して、ＤＭ

ＡＴ（災害派遣医療チーム）の派遣を含めた医療救護活動を行うとともに、ＢＣＰ（事

業継続計画）に基づき、事業を継続しながら被災者の診療に当たる。 

ウ 小児医療 

感染症、食物アレルギーなどのアレルギー疾患、内分泌疾患、腎疾患及び心疾患など

の慢性疾患、頭痛や不登校などの心身症等に係る幅広い小児医療を提供するとともに、

育児支援や発達援助等を行う。また、診療所や他の病院からの紹介を受け入れ、三次医

療機関や専門医療機関と連携しながら、地域に必要とされる医療を提供する。 

目標指標 令和６年度目標値 

小児科入院患者数 ２，４４９人以上 

小児科救急受入件数 ２，１６３件以上 

小児科外来患者数 ９，７９４件以上 

小児科紹介患者数 ４８３人以上 

エ 周産期医療 

分娩については、機能分担の推進や分娩取扱い施設の集約化の観点があることを踏ま

え、地域の専門医療機関と協議を重ねながら、機能分化を進める。 
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⑶ 在宅医療・介護との一層の連携強化 

ア 在宅医療・介護への円滑な移行への取組 

患者が急性期の治療後、円滑に在宅医療へ移行できるように、地域の医療機関及び介

護関係機関との連携の強化し、入退院支援を行う。また、院内における特定看護師の育

成と確保を行い、在宅療養するがん末期患者や医療依存度の高い患者に対して、専門的

なケアを提供し在宅医療を支援する。 

目標指標 令和６年度目標値 

特定看護師数 １０人以上 

在宅療養利用者訪問件数 ９，２５０件以上 

イ 在宅医療の後方支援機能 

訪問看護ステーションの機能強化を図り、がん末期患者への在宅医療ケア等、増加す

る在宅医療需要にも応えることができる人員を確保し、３６５日を通じて、必要とされ

る訪問看護を提供することで、訪問看護件数及び利用者人数の増加を図る。また、地域

の医療需要に応えるために、これまで以上にかかりつけ医との連携を強化し、在宅療養

患者の急変時は、速やかに受け入れできる体制の構築に取り組むとともに、訪問診療、

訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション、訪問栄養指導、訪問歯科などを一元

的に提供する在宅診療センターを新たに立ち上げ、地域の医療機関を支援する。 

⑷ 感染症医療の充実及び強化 

感染症指定医療機関として、感染症に関する情報収集と受入れ時の対応訓練を常に行い、

認定看護師を育成及び確保することで、感染症発生時の受入れ体制を整備する。 

今後も、滋賀県、大津市及び大津市医師会と連携し、感染症対策の中心的役割を果たし

ていくとともに、公立病院の使命と役割について、職員は高い自覚を持ち、医療の提供を

行う。特に、重症患者に対する積極的な治療に加え、感染症の拡大状況に応じ、病床の確

保や人員配置等、適時適切な体制を整え、感染症医療と一般医療の両立を図る。 

目標指標 令和６年度目標値 

感染管理認定看護師数 ３人以上 

⑸ 健康増進及び予防医療の充実及び強化 
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超少子高齢社会の進展に伴い、がん罹患者数が増加していることを踏まえ、簡易がん検

診をはじめ、健診センターでのがん検診に重点を置いた健診を提供するとともに、特定健

診とがん検診を組み合わせたセット検診についても大津市と連携しながら提供すること

を目指す。さらに、要精検受診者の追跡と精検受診率を向上させるとともに、健診センタ

ーから診療部門への切れ目のない医療を提供することで、疾病の早期発見、早期治療を行

う。 

また、市民の健康を守るため、病院や各種団体主催のイベント等に積極的に参加し、健

康支援に係る相談に応じるなど、市民の疾病予防を支援するとともに、市民病院をより一

層活用いただけるよう、人間ドックの受診閑散期（４月及び５月）に閑散期割引を実施す

る。 

目標指標 令和６年度目標値 

市民向け公開講座開催回数 １０回以上 

市民向け公開講座延べ受講者数 ６４０人以上 

健診センター総受診者数 １３，２３４人以上 

人間ドック受診者数 ３，４５２人以上 

がん検診受診者数 ４，５９１人以上 

 乳がん検診受診者数 １，３３４人以上 

 胃がん検診（内視鏡）受診者数 ７４人以上 

 子宮がん検診受診者数 ８７人以上 

 肺がん検診受診者数 ２，４３５人以上 

 大腸がん検診受診者数 ６６１人以上 

２ 地域の病院、診療所等との機能分化及び連携強化 

⑴ 地域で果たすべき役割 

ア 地域で求められる病院機能とその役割 

超少子高齢社会の進展に伴い、高齢者の入院が増加している中、特に内科的な複合疾

患を抱える患者（以下「内科的回復期患者」という。）が増加するとともに、入院期間が

長期化し、内科的回復期患者を支える後方支援病院が不足している現状において、滋賀
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県地域医療構想における議論を踏まえて対応していく観点から、近隣病院と協議の上、

病院経営を圧迫しないことを条件に、一定の内科的回復期患者に対する継続的な入院治

療の提供等に加え、診療行為の補完的な役割分担を検討する。また、急性期一般病棟で

の内科的回復期患者の治療を可能な限り対応するとともに、回復期及び慢性期機能を担

う病院との連携をより一層推進し、並びに救急搬送に関する大津市消防局との連携を更

に強化する。 

イ 公立病院として主体的に担うべき役割 

超少子高齢社会において必要となる適切な医療を提供するために、在宅復帰に向けて

の継続的な入院治療の提供に加え、リハビリテーションと栄養指導等の早期介入に努め

るとともに、在宅復帰した患者が適切な医療を受けることができるよう、かかりつけ医

への支援体制を強化する。 

また、急性期医療及び緩和医療を引き続き提供するとともに、圏域において市民病院

が中心的な役割を果たすべき感染症医療や圏域の将来需要の推計を踏まえ増加が見込ま

れる医療需要への対応力の強化を図る。 

⑵ 地域医療支援病院としての役割 

地域医療連携の中心的な役割を担う病院として、市民病院と診療所、市民病院と他の病

院など地域の医療機関との連携と役割分担を一層強化するため、院長及び副院長を始め、

診療部長を中心に地域の医療機関への訪問を実施することで“顔の見える連携”を行い、

訪問強化及び地域の医療従事者との意見交換を積極的に行いながら、地域医療のニーズに

的確に応える。 

また、地域の医療機関からの紹介患者が円滑に受診できるよう、診療情報提供書の受理

などを迅速に行うとともに、地域医療連携室を中心に、地域の医療機関や介護保険施設と

の“顔の見える連携”を深める。 

さらに、市民病院の取組や診療に関わる情報を地域によりわかりやすく効果的に発信す

るため、広報活動の強化に取り組んでいく。 

ア 紹介患者に対する医療の提供 

急性期機能を有する地域医療支援病院及び中核病院として、かかりつけ医や地域の医
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療機関との機能分担と連携をより一層強化し、紹介及び逆紹介を円滑に進めることで、

地域完結型医療を推進する。 

目標指標 令和６年度目標値 

紹介率※１ ８０．０％以上 

逆紹介率※２ １０４．９％以上 

地域医療機関訪問回数 ３５０回以上 

※１ 紹介初診患者数÷（初診患者数－（休日・夜間以外の初診救急車搬送患者数＋休

日・夜間の初診救急患者数））×１００ 

    ※２ 逆紹介患者数÷（初診患者数－（休日・夜間以外の初診救急車搬送患者数＋休日・

夜間の初診救急患者数））×１００ 

イ 医療機器の共同利用 

  高額医療機器に加え、医療資材の共同利用の実施効果について検証を行う。 

ウ 地域の医療従事者に対する研修の実施 

地域の医療従事者を対象として、外部講師や市民病院の医師・医療スタッフによる研

修を年間を通じて実施し、専門的知識や技術を共有し、地域との連携を推進する。 

目標指標 令和６年度目標値 

地域医療機関向け研修実施回数 ５０回以上 

⑶ 関係機関との連携強化 

大津市の保健福祉部門を始め、関係行政機関、大津市医師会等と引き続き連携を図るこ

とで、地域医療の充実を図る。また、医療の動向や病院経営に係る収支などの情報交換が

可能な機会には積極的に参加するとともに、圏域の医療機関と意見交換を行いながら、担

うべき役割を果たすよう努める。 

３ 市民・患者への医療サービス 

⑴ 市民・患者の求める医療サービスの提供 

患者及び家族が医療内容を理解し、治療の選択に主体的に関わることができるように相

談体制を充実させ、複数職種が協働し、患者及び家族の目線に立った支援を行うとともに、
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サービスの改善に資するよう、患者満足度調査（医療の質、外来での待ち時間、院内環境

等に関する調査をいう。以下同じ。）を実施する。患者満足度調査や患者及び家族から寄せ

られた意見に関する情報については、ホームページ等を通じて公開する。 

目標指標 令和６年度目標値 

外来に係る患者満足度調査の「満足」及び「やや

満足」と回答した者の割合の合計値 
８５．７％以上 

入院に係る患者満足度調査の「満足」及び「やや

満足」と回答した者の割合の合計値 
９３．２％以上 

患者満足度調査における相談体制に関する項目の

「満足」及び「やや満足」と回答した者の割合の

合計値 

９０．０％以上 

⑵ 患者サービスの向上 

ア 職員の接遇の質の向上 

患者満足度調査や御意見箱の活用により、患者ニーズの動向を的確に把握するととも

に、課題を抽出し、それらを改善するための研修会を実施することで、職員の接遇の質

及び患者サービスの質の向上に努める。接遇研修は、前年度に受講済みの者も含め全職

員を対象として実施することにより、更なる研修効果の定着を図る。 

目標指標 令和６年度目標値 

接遇研修会実施回数 ２回以上 

接遇研修会受講時アンケートの「参考になった」 

９１．０％以上 
と回答した者の割合 

患者満足度調査における接遇に関する項目の「満

足」及び「やや満足」と回答した者の割合の合計

値 

９０．０％以上 

イ インフォームド・コンセントの徹底 

インフォームド・コンセント（患者が自ら受ける医療の内容に納得し、及び自らに合

った治療法を選択することができるよう、患者に分かりやすく説明した上で同意を得る
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ことをいう。）を徹底するとともに、医療相談の機能の充実を図る。また、当該相談に際

しては、看護師のほか、必要に応じて認定看護師や医療ソーシャルワーカーが同席し、

疾患及びその治療方法について十分な理解を得た上で、医療従事者と患者が協力して治

療に取り組む。 

ウ セカンドオピニオンの推進 

患者の目線に立った医療を推進するための環境整備に努め、セカンドオピニオン（医

師の診断や治療法について、患者が別の医師の意見を求めることをいう。以下同じ。）に

関する窓口の設置や制度等の情報提供及び市民病院以外でセカンドオピニオンを希望す

る患者が他院を受診するための診療情報提供書の作成などにより、セカンドオピニオン

に適切に対応する。 

目標指標 令和６年度目標値 

患者満足度調査における医師の応対と説明に関す

る項目の「満足」及び「やや満足」と回答した者

の割合の合計値 

９０．０％以上 

エ ＡＣＰの推進 

ＡＣＰ（患者やその家族が医師等と一緒に自らが望む医療やケアについて前もって考

え、繰り返し話し合い、共有する取組であるアドバンス・ケア・プランニングをいう。

以下同じ。）を推進し、患者が望む医療やケアを提供する。 

目標指標 令和６年度目標値 

患者満足度調査におけるＡＣＰに関する項目の  

「満足」及び「やや満足」と回答した者の割合の ８０．０％以上 

合計値  

４ 医療の質の向上 

⑴ 医療の安全の徹底 

ア 第三者機関からの評価 

令和５年４月に日本医療機能評価機構による病院機能評価の認定更新審査を受審し、

同年８月に認定を更新した。第三者評価を通じた改善効果を最大限に活かした市民が安



12 
 

心して受診できる病院であるために、令和６年度予定の期中評価、更には令和８年度予

定の次回認定更新に向け、引き続き、定期的な内部監査を実施し、組織横断的な医療の

質改善活動を継続する。 

イ 安全管理機能の向上 

安全安心な医療を提供するため、医療の質・安全管理室が中心となって医療事故報告

の収集や分析等を行い、医療事故の予防対策や再発防止対策の一層の充実を図る。医療

事故の発生時には、当院の医療安全管理指針に従って院内調査を実施し、必要であれば

その結果を医療事故調査・支援センターへ報告する。また、計画的に医療従事者に対し

て医療安全に関する研修を行い、安全管理に対する意識の向上を図る。 

目標指標 令和６年度目標値 

医療安全研修会開催回数  １２回以上 

医療安全研修会に係る受講者満足度調査の「満足」

及び「やや満足」と回答した者の割合の合計値 
７７．０％以上 

ウ 院内感染防止の徹底 

感染対策チーム及び抗菌薬適正使用支援チームにより感染管理体制を構築し、院内感

染防止対策を実施する。また、院内感染予防マニュアルを適宜改訂し、これを職員に周

知し、院内感染防止対策を啓発するとともに、院内感染が発生した場合には、当該マニ

ュアル等に基づき、適切に対応する。施設面においても、感染症専用救急外来として整

備した「感染症ＥＲ」を適切に運用し、合わせて院内感染防止対策を徹底することによ

り、新型コロナウイルスを始めとする感染症の感染拡大期においても診療体制の維持を

図る。 

⑵ 診療データ分析による医療の質と効率性の標準化 

クリニカルパス委員会においてクリニカルパスの整備を引き続き行い、ベンチマーク

システムを用いた診療データについての評価を利用しながら、院内の医療の質及び効率

性の標準化をより一層推進する。また、クリニカルパス適用率の向上を図るため、パス

の見直しや使用しやすい環境整備を行う。 
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目標指標 令和６年度目標値 

クリニカルパス適用患者割合※１ ４９．１％以上 

※１ クリニカルパス適用患者数÷入院患者数×１００ 

⑶ チーム医療の充実 

入院前から退院まで医師・看護師・薬剤師・栄養士がチーム医療で周術期管理などを行

い、患者を支援する。入院中は、患者が安全かつ安心して療養できるように病棟と情報共

有することで、チーム医療の連携を強化・拡大させ、患者サービスの向上を図る。 

また、退院後、患者が療養を継続できるように、地域の医療・介護・福祉関係機関と会

議やカンファレンスなどを行い円滑な退院支援・連携の強化を図る。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 経営の効率化 

⑴  原価計算を基にした業務運営の改善 

原価計算を活用し、他院のデータ等を参考に診療科及び部門別の業務改善に繋げる。 

⑵ 診療科目の適正化 

市民病院に関する客観的事実（診療科別の収支及びその分析結果、現在の医療需要の推

移等に基づく事実をいう。）を基に、近隣病院との間で機能分担や相互連携を含めた圏域に

おける中長期的な医療提供の在り方に関する協議を行い、その結果を踏まえ、患者の受診

動向や傾向を把握した上で、診療科ヒアリングを適宜行い、当院の強みと弱みを十分に把

握した上で、診療科目の適正化を図る。 

また、公立病院として、フリーアクセスの基本は守りつつ、紹介受診重点医療機関とし

て外来機能の充実・連携を推進するとともに、入退院センターにおいて入院前支援を強化

し、病床運用の更なる効率化を進める。 

⑶ 病床数の適正化 

診療報酬の改定や各種関係法令の改正を踏まえ、日本の総人口の約３０％が６５歳以上

となることが予測されている令和７年の医療提供体制や市民病院の地域での役割を見据え、

病床機能の再構築と合わせて、感染症対応に係る必要病床数を可能な限り確保しながら、
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病床数の適正化について検討する。 

⑷ 労働生産性の向上 

医師１人１日当たりの診療収入が、全国の同規模の公立病院の中でも低位である現状を

踏まえ、職員間で中期目標の指標の目標値及び進捗状況を共有し、医療の質を保ちながら

目標の達成を図る。 

また、診療科ヒアリングを定期的に行うことで各診療科別の課題を把握し、人員配置の

適正化及び業務運営の改善を行う。 

目標指標 令和６年度目標値 

医師１人１日当たり診療収入※１ ２８１．４千円以上 

医師１人１日当たり入院患者数※２ ３．２人以上 

※１ （入院収益＋外来収益）÷年度末職員数のうち医師数÷入院診療日数 

※２ 年延べ入院患者数÷年度末職員数のうち医師数÷入院診療日数 

⑸ 効率的かつ効果的な設備投資 

ア 設備投資の効果検証 

設備投資に対する収益性など費用対効果及び投資回収期間について、経営資源の投入

前後で検証及び管理を行い、効率的かつ効果的な経営を推進する。また、効果検証の結

果については、毎年度、大津市に報告を行う。 

イ 効率的かつ効果的な設備投資の計画及び実施 

施設整備や医療機器の導入及び更新については、次に掲げる事項について検証し、そ

の効果を整理した上で、効率的かつ効果的な設備投資を計画し、実施する。また、設備

投資に当たっては、大津市の理解を得た上で導入及び更新を行う。 

医療に関するＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）については、国の動向や医

療機関を取り巻く状況などを踏まえ、医療や患者サービスの質の向上ならびに職員の業

務負担の軽減等を念頭に推進する。 

また、市民病院を標的とするサイバー攻撃に備え、情報セキュリティ対策に取り組ん

でいく。 

（ア） 社会情勢の変化や周辺の医療状況と市民ニーズ 
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社会情勢及び圏域の状況に鑑みて必要性があり、また、近隣医療機関の機器整備状

況との整合性が図られること。 

（イ） 地域への貢献度 

設備投資による医療提供体制の充実など、地域への貢献が期待されること。 

（ウ） 医療従事者の確保等 

設備投資による効果を発揮する人材の育成又は確保が可能であること。 

（エ） 費用対効果 

設備による収益性がランニングコストに見合うものであること。 

（オ） アセットマネジメント 

現状の設備に係る資産管理の状況から、適切な時期であること。 

（カ） 償還の確実性 

長期借入金の返済との関係上、返済が可能な利益を確保でき、将来的な負担がない

こと。 

２ 経営管理機能の充実 

年度計画を達成するため、迅速な意思決定と適切な経営判断により、効率的な業務運営を

推進する。また、法人組織としてのガバナンス体制の強化に取り組む。 

⑴ 業務運営体制の強化 

ア 市民病院の経営健全性の向上に向けた体制構築 

理事長及び院長は、幹部職員が参加する会議等において、職員からの意見を積極的に

聴取するとともに、医療制度改革や診療報酬の改定、近隣病院の動向などを的確に把握・

分析し、自律的かつ戦略的な病院経営を推進する。 

また、病院の経営上重要であると判断される内容については、これを経営会議におい

て十分に議論した後、理事会等において、経営情報からの課題の抽出、戦略の検討等を

迅速かつ的確に行うなど、責任ある発言と言動をもってトップマネジメントを実行する。 

イ 経営情報の分析と適切な活用 

総務省が実施する地方財政状況調査の地方公営企業決算状況調査等を活用し、原価計
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算及び各種経営指標を分析することで課題を明確化し、会議等においてその情報を共有

するとともに、職員から聴取した意見を踏まえて議論を行うことで、その解決を図る。 

また、当該課題とその改善策については、会議等での協議後、全職員へ発信し、問題

意識を共有する。特に各部門の長及び所属長は、理事会の決定事項を確実に推進してい

く立場にあることから、現場の課題を明確化し、速やかにその解決に向けて取り組んで

いく。 

⑵ 業務管理（リスク管理）の充実 

年度の期中及び期末に内部監査を実施することで内部監査機能を確保し、合わせて自主

監査を実施することで、内部統制の仕組みが有効に機能しているかの点検、検証及び見直

しを行う。さらに、内部統制推進室相談員を院内に配置し、内部統制の充実を図る。 

また、法令・行動規範（コンプライアンス）については、全職員への研修を実施し、共

通認識とすることで法令・行動規範の遵守を徹底する。特に、個人情報の保護については、

個人情報保護マニュアルの整備や研修を行い、全職員で個人情報の管理の徹底及びその保

護を図る。また、情報公開に関しては、大津市の条例等に基づき、適切に対応する。 

３ 組織運営体制の強化と職員の意識変革 

⑴ 組織運営体制の強化 

ア 人材の確保等 

    （ア）   人材の計画的な確保 

医師の働き方改革を推進していく中で、タスクシフト及びタスクシェアの適切な運

用を図りながら診療機能の維持・強化をしていくため、大学との密接な連携の強化に

努め、広く人材を外部に求めることにより、医師を始め、看護職員、薬剤師その他医

療職の確保に努める。あわせて、チーム医療を支える認定医・認定看護師などの高い

専門性を持った有資格者の育成に努めるとともに、診療報酬制度を熟知した人材の確

保並びに医療経営に関し知見を有する人材の育成及び確保についても、将来的な院内

配置を見据え、計画的に推進していく。 

（イ）   医師の働き方改革への対応等 
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医師の働き方改革に対応した医師及び医療技術部門の職員の宿日直業務及び勤務

のシフト化を実行し、医療従事者が働きやすい環境の整備に努める。 

（ウ）    研修医の確保 

      臨床研修センターにおいて、市民病院の特徴を生かし、また、大学附属病院や地域

の医療機関と連携することで、研修医が幅広い研修を主体的に選択して実践すること

ができる環境を整備し、研修医の確保に向けた取組を継続する。 

イ 事務職における幹部職員の確保 

他病院での幹部経験者の確保のみならず、他業種企業の経営経験者を含めた幅広い採

用の実施を検討するとともに、人材育成方針を確立していく。 

⑵ 職員の意識変革 

ア 中期目標及び中期計画に沿った業務遂行の促進 

中期目標及び中期計画の内容を院内で周知徹底するとともに、四半期ごとの計画進捗

状況について、院内グループウェア等を用いて全職員で共有する。また、当該進捗状況

に応じて、担当部署への聴取りを行い、その結果を分析し、計画達成のための業務改善

を行う。 

イ 中期目標及び中期計画の達成に向けた職員の意識変革 

全職員が病院の経営課題に一丸となって取り組むため、中期計画の進捗状況及び課題

について院内グループウェアを用いて全職員で共有し、計画達成に向けた業務改善の必

要性を常に認識する病院風土を定着させる。 

⑶ 計画的で効果的な人材育成 

市民病院の病院理念である「信頼の絆でつながる、市民とともに歩む健康・医療拠点」

の実現に向けた人材育成を図るため、法人の人材育成方針を策定し、実効性のある研修の

実施に努める。 

各職員が高い人間力を形成し、幅広い教養と社会性を身に付けられるよう、「職階別研

修」、「スキル別研修」及び「必須研修」の３つの研修プログラムを実施し、職員自身のス

キルアップを実感することでモチベーションの向上を図る。 

人事評価制度について、医師においては他職種に先行して本年度運用を開始する。医師
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以外の職種においても、検討を行い、人材育成と職員のモチベーションの向上を図る。 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

公立病院として地域に必要とされる医療拠点としての使命を果たしつつ、収入の確保と支出

の抑制を行うことで収支バランスの適正化を図り、健全で持続可能な病院経営を目指す。各目

標指標については、診療科別に目標を掲げて進捗管理を行い、その達成を図る。 

１ 収支バランスの適正化 

新規診療報酬による加算の取得や、地域医療機関への積極的な訪問による“顔が見える連

携”を推進することにより、収入を確保するとともに、費用抑制の徹底を図ることで効率的

な経営を推進し、各事業年度の経常収支比率１００％以上の達成に取り組むとともに、営業

費用対医業収益等の割合の減少に努める。 

また、原価計算に基づく診療材料費の削減、後発医薬品の更なる使用促進及び人員配置の

適正化を行うことで利益の最適化を図る。 

目標指標 令和６年度目標値 

単年度資金収支※１ ５１百万円以上 

医業収支比率※２ １０３．０％以上 

経常収支比率※３ １０６．６％以上 

営業費用対医業収益等※４ １０４．４％以下 

※１ 単年度における資金の総収入（短期借入金を除く。）－総支出。なお、総収入のう

ち大津市からの運営費負担金の額は、計画額とする。 

※２ （入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷医業費用（地方独立行政法人法第  

３４条第１項に規定する損益計算書の医業費用をいう。）×１００ 

    ※３ 経常収益÷経常費用×１００ 

 ※４ 営業費用÷（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）×１００ 

⑴ 収入の安定的確保及び収益の最適化 

ア 収入の安定的確保 

未収金の回収の早期着手により、その減少を図るとともに、引き続きその発生の抑制
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に努める。診療報酬請求の請求保留についても関係機関等との連携を図り早期の保留解

消に努める。また、診療報酬明細書の査定率及び返戻率の管理と低減策の実施により査

定減少や返戻減少に関する対策を講じ、収入の安定確保に努める。 

イ 収益の最適化 

クリニカルパスを用いた医療行為の標準化及びその適正な運用を継続して行うとと

もに、次に掲げる事項を効率的に推進することで、収益の最適化を図る。 

（ア） 新規入院患者の増加 

“顔が見える連携”を推進するため、院長及び副院長を始めとした病院幹部並びに

診療部長及び地域医療連携室の職員が地域の医療機関を積極的に訪問するほか、意見

交換等の連携促進の会を開催するなど、患者情報の共有を進めるとともに、広報誌の

発行やメディアへの情報発信を行い、当該医療機関から更に信頼される市民病院にな

ることで、新規入院患者数の増加を図る。 

（イ） 入院診療単価及び在院日数の適正化 

入退院センターにおいて、診療局及び看護局が連携を図り、入院前から患者のリス

クを把握し、円滑に入院治療を行うとともに、早期退院を実現するＰＦＭ（入退院支

援）システムを用いて効率的なベッドコントロールを行い、病床稼働率の向上及び平

均在院日数の適正化を図る。 

また、ＤＰＣ対象病院として、各診療科がより一層効率的な医療を提供することで、

入院診療単価の適正化を図る。 

（ウ） 新規診療報酬による加算取得 

      適正な人員体制を維持し、職員配置に係る施設基準及び加算等の新規届出を目指す。

救急医療管理加算等の既存の診療報酬に関しても、運用の見直しを行い収益の向上及

び看護必要度維持に努める。また、診療報酬改定に適応し、医療機関別係数の維持及

び向上を図る。 

（エ） 訪問看護ステーションの強化 

訪問看護ステーションを３６５日稼働し、訪問患者数の増加及び収入の増収を図る。 
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目標指標 令和６年度目標値 

入院診療単価 ６２，１７３円以上 

平均在院日数 １３．２日以下 

ＤＰＣⅡ期間以内患者割合※１ ５７．９％以上 

手術件数 ３，７３０件以上 

病床稼働率※２ ８７．９％以上 

ＩＣＵ稼働率※３ １１９．６％以上 

延べ入院患者数 １２３，８１１人以上 

新規入院患者数 ８，７５０人以上 

新規入院患者数のうちＩＣＵ患者数 ３６９人以上 

新規入院患者数のうち一般病棟新規患者数 ８，２２７人以上 

外来診療単価 １６，０４９円以上 

外来患者数 １９８，４１０人以上 

※１ ＤＰＣⅡ期間以内退院患者数÷退院患者数×１００ 

     ※２ 延べ入院患者数÷延べ稼動病床数×１００ 

     ※３ （ＩＣＵ延べ入院患者数＋ＩＣＵからの退棟患者数）÷ＩＣＵ延べ稼動病床数

×１００ 

⑵ 支出及び費用の抑制 

ア 人件費の適正化 

各部署における収益及び業務量に見合った適正な人員配置を推進し、中期計画の達成

を図る。 

また、医療技術部門の人員を確保し、主に医師、看護師の負担軽減のため、タスクシ

フトを推進し、超過勤務の縮減を図る。 

   イ 材料費比率の抑制 

診療材料については、ベンチマークを用いた価格交渉を行うとともに、高額な材料に

ついては、より安価な他メーカーの材料に切り替えを検討するなど、費用の抑制に努め

る。 
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また、医薬品については、半期ごとにベンチマークを用いた契約単価の評価及びその

使用状況を分析し、価格交渉を行う。特に高額医薬品の使用にあっては、充分な検討の

上で適正に使用するとともに、後発医薬品の使用率の向上に努める。 

   ウ 経費の削減 

医療機器の賃借及び保守並びに一般管理に係る委託業務については、随時、契約内容

を見直し、その適正化を図る。また、人材派遣委託については、収支均衡が図れること

を勘案した上でその適正化を図る。 

目標指標 令和６年度目標値 

職員給与費対医業収益等※１ ５６．４％以下 

材料費比率※２ ２１．７％以下 

後発医薬品指数※３ ９４．０％以上 

委託費比率※４ １１．２％以下 

※１ 職員給与費÷（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）×１００ 

※２ 材料費÷（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）×１００ 

※３ 後発医薬品の規格単位数量÷（後発医薬品が存在する先発医薬品の規格単位数

量＋後発医薬品の規格単位数量）×１００ 

※４ 委託費÷（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）×１００ 

２ 運営費負担金 

救急医療等の政策的医療、高度医療等については、総務省の通知を基に算定した目標基準

額の範囲内の額での運営を図るため、大津市と必要に応じて協議を行うことで、運営費負担

金の抑制を図るとともに、建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担

金にあっては、経常費助成のためにこれを活用するものとする。 

３ 計画期間内の収支見通し 

⑴ 目標達成状況の管理及び検証 

年度計画の各指標に係る目標については、四半期ごとに理事会において達成状況の報告

を行う。また、未達成の項目に対しては、各担当部署との面談等を行い、常に目標達成を
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意識した取組を推進する。 

⑵ 地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会（以下「評価委員会」という。）への報告 

四半期ごとに目標達成状況及びこれを分析した結果について、評価委員会に対し、その要

因も含めた報告を行う。 

第５ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（令和６年度） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入 

 営業収益 

  医業収益 

  運営費負担金 

  その他営業収益 

 営業外収益 

  運営費負担金 

  その他営業外収益 

 

１２，７５６ 

１１，１３９ 

１，５８８ 

２９ 

１８７ 

６５ 

１２２ 

 資本収入 

  長期借入金 

 計 

３８１ 

３８１ 

１３，３２４ 
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支出 

 営業費用 

  医業費用 

   給与費 

   材料費 

   経費 

   研究研修費 

  一般管理費 

 

１１，４６２ 

１０，５８０ 

６，３０７ 

２，７２０ 

１，５３３ 

２０ 

８８２ 

   給与費 

   経費 

２２５ 

６５７ 

営業外費用 

 資本支出 

  建設改良費 

  償還金 

 計 

９７ 

１，７１５ 

４６６ 

１，２４９ 

１３，２７３ 

（注１）  金額は、それぞれ四捨五入によっているので、合計と一致しないものがある。 

（注２）  期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。 

[人件費の見積り] 

  期間中総額６，５３２百万円を支出する。 

   なお、当該金額は、市民病院の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職

手当の額に相当する。 

２ 収支計画（令和６年度） 

（単位：百万円） 

区  分 金  額 

収入の部 １３，２４６ 
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 営業収益 １３，０７１ 

  医業収益 １１，３４７ 

  運営費負担金 

  資産見返補助金等戻入 

  その他営業収益 

 営業外収益 

  運営費負担金 

  その他営業外収益 

１，５８８ 

１０６ 

３０ 

１７５ 

６５ 

１１１ 

支出の部 １２，４２５ 

 営業費用 １１，８５１ 

  医業費用 １１，０１９ 

   給与費 

   材料費 

   経費 

   減価償却費 

   研究研修費 

  一般管理費 

給与費 

   経費 

減価償却費 

６，１６９ 

２，４６８ 

１，３４７ 

１，０１７ 

１８ 

８３２ 

２２５ 

５７７ 

３０ 

 営業外費用 

 臨時損失 

５７２ 

２ 

 純利益 

 総利益 

８２１ 

８２１ 

（注１）  金額は、それぞれ四捨五入によっているので、合計と一致しないものがある。 
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（注２）  期間中の診療報酬の改定、 給与改定及び物価変動は考慮していない。 

３ 資金計画（令和６年度） 

（単位：百万円） 

  区  分 金  額 

資金収入 

 業務活動による収入 

  診療業務による収入 

  運営費負担金による収入 

１６，０７５ 

１２，９３３ 

１１，０６５ 

１，６５３ 

  その他の業務活動による収入 

 財務活動による収入 

２１５ 

３８１ 

  長期借入れによる収入 

 前年度からの繰越金 

３８１ 

２，７６２ 

資金支出 

 業務活動による支出 

  給与費支出 

  材料費支出 

  その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

  固定資産の取得による支出 

 財務活動による支出 

１６，０７５ 

１１，５８２ 

６，５３２ 

２，４７２ 

２，５７８ 

３４６ 

３４６ 

１，３３４ 

  移行前地方債償還債務の償還による支出 

  長期借入金の償還による支出 

  その他の財務活動による支出 

翌年度への繰越金  

７９４ 

４５５ 

８５ 

２，８１３ 

（注１） 金額は、それぞれ四捨五入によっているので、合計と一致しないものがある。 
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（注２）  期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価変動は考慮していない。 

第６ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  ２，０００百万円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

⑴ 賞与の支給等による一時的な資金不足への対応 

⑵ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対応 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし 

第８ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が生じた場合は、病院施設の整備、医療機器の購入などに充てる。累積

欠損金がない場合は、その一部を大津市への配当に充てる。 

第９ 料金に関する事項 

１ 料金は、次に掲げる額とする。 

⑴ 健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法その他法令に規定する算定

方法により算定した額 

⑵ 前号の規定により難いものについては、別に理事長が定める額 

 ２ 料金の減免 

   理事長は、特別の理由があると認められるときは、料金を減額し、又は免除することがで

きる。 

第１０ 地方独立行政法人市立大津市民病院の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する

規則（平成２８年大津市規則第１０３号）第６条で定める事項 

 １ 施設及び設備に関する計画（令和６年度） 

内 容 予定額 財 源 

医療機器、施設等整備  ５６２百万円 大津市長期借入金等 

 ２ 人事に関する計画 

⑴ 医療ニーズの動向や経営状況の変化に迅速に対応するため、弾力的な人員配置や組織の
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見直しを行う。 

⑵ 人材育成につながる評価制度を導入するとともに、評価結果を処遇や給与へ反映させ、

職員のモチベーションの向上を図る。 

⑶ 病院事業に精通した法人採用職員を計画的に配置し、事務部門を強化する。 


